
多久市からのお知らせ

お
知
ら
せ

農
地
中
間
管
理
事
業
を

活
用
し
ま
せ
ん
か
？

　

農
地
中
間
管
理
事
業
と
は
、
佐
賀
県
農
業
公
社
が
、

農
地
を
貸
し
た
い
人
か
ら
借
り
受
け
、
借
り
た
農
地
を

経
営
規
模
の
拡
大
や
経
営
の
効
率
化
を
目
指
す
担
い
手

に
貸
し
付
け
る
制
度
で
す
（
借
入
者
が
あ
る
場
合
に
貸

し
付
け
ら
れ
ま
す
）。

活
用
の
メ
リ
ッ
ト

　

◯�

賃
料
の
受
け
払
い
は
、
佐
賀
県
農
業
公
社
が
毎
年

１２
月
に
行
い
ま
す
。
振
込
手
数
料
は
か
か
り
ま
せ

ん
。

　

◯�

物
納
、使
用
貸
借（
賃
料
な
し
）を
選
択
で
き
ま
す
。

　

◯�

５
年
以
上
の
利
用
権
設
定
が
で
き
ま
す
。

　

◯�

期
間
満
了
後
、
農
地
は
確
実
に
返
却
し
ま
す
（
継

続
も
可
能
）。

　

◯�

今
後
、
農
地
利
用
の
交
換
な
ど
に
よ
る
集
約
化
が

し
や
す
く
な
り
ま
す
。

公社へ
貸付

公社から
借入

市町

農業
委員会

連携 連携

連携

JＡ

佐賀県農業公社
（農地バンク）

●現在、国民年金に加入している人（自営業、学生など）
　第 １号被保険者

こんなとき 変更後の種類 届出先

厚生年金や共済年金に加入したとき 第 ２号被保険者 勤務先

第 ２号被保険者である配偶者の扶養に入ったとき 第 ３号被保険者 配偶者の勤務先

●現在、厚生年金や共済年金に加入している人（会社員、公務員など）
　第 ２号被保険者

こんなとき 変更後の種類 届出先

退職等で厚生年金や共済年金から抜けたとき 第 １号被保険者 市民生活課
保険年金係

退職して、第 ２号被保険者である配偶者の扶養に
入ったとき 第 ３号被保険者 配偶者の勤務先

●現在、厚生年金加入者に扶養されている配偶者で２０歳以上６０歳未満の人
　第 ３号被保険者

こんなとき 変更後の種類 届出先

配偶者の扶養から外れたとき
配偶者が６５歳になったとき 第 １号被保険者 市民生活課

保険年金係

就職して厚生年金に加入したとき 第 ２号被保険者 勤務先
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問い合わせ

佐賀県農業公社      ☎20−1590
農林課 農政係        ☎75−4825

問い合わせ 佐賀年金事務所　☎31−4191　市民生活課　保険年金係　☎75−2159

国
民
年
金
加
入
の
手
続
き

　

公
的
年
金
は
３
種
類
に
分
か
れ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
で
加
入
す
る
年
金
は
違

い
ま
す
。
年
金
の
種
類
が
変
わ
る
と
き
は
必

ず
手
続
き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
を
忘
れ
る

と
、
将
来
受
給
す
る
年
金
額
が
減
っ
た
り
、

も
し
も
の
時
に
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
が
受
給
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

■�

国
民
年
金
（
第
１
号
被
保
険
者
）
加
入
手

続
き
に
必
要
な
も
の

○
年
金
手
帳

○�

退
職
日
等
を
証
明
で
き
る
も
の
（
離
職

票
、
退
職
証
明
書
等
）

○�

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許

証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
等
の
顔
写
真
付
き
身
分
証
明
書
）

広 告


